
鹿角市公告第１０７号 

 

 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定により、大規模小売店

舗の新設に関する届出があったので、同条第３項の規定に基づき、次のとおり公告し、関係書類

を縦覧に供する。 

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を

有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出

し、これを述べることができる。 

 

令和 ８年 ５月２９日 

 

 

鹿角市長  笹 本 真 司  

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ツルハドラック鹿角店 

鹿角市花輪字下タ町１３４番地１ 外 

 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（１）大規模小売店舗を設置する者 

株式会社ツルハ 

代表取締役 八幡 政浩 

北海道札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 

 

（２）大規模小売店舗において小売業を行う者 

小売業者 
住 所 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 

株式会社ツルハ 代表取締役 八幡 政浩 北海道札幌市東区北２４条 

東２０丁目１番２１号 

 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

令和 ９年 １月２９日 

 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

１，１１１．５４平方メートル 

 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐車場の位置及び収容台数 

位 置 収容台数 

駐車場（添付図３） ４１台 



（２）駐輪場の位置及び収容台数 

位 置 収容台数 

駐輪場（添付図３） ８台 

 

（３）荷さばき施設の位置及び面積 

位 置 施設面積 

荷さばき施設（添付図３） ４６．７５㎡ 

 

（４）廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

位 置 施設容量 

廃棄物保管施設（添付図３） ５．５４㎥ 

 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時間 閉店時間 備考 

株式会社ツルハ 午前７時 翌午前０時  

 

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

位置 駐車可能時間帯 

駐車場 午前６時３０分～午前０時３０分 

 

 （３）駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

位置 出入口の数 位 置 

駐車場 ２箇所 添付図３ 

  

（４）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

位置 荷さばき可能時間帯 

荷さばき施設 

（添付図３） 
午前６時～午後９時 

 

７ 届出年月日 

 令和 ８年 ５月２８日 

 

８ 縦覧場所 

 鹿角市役所産業部商工振興課 

 

 

９ 縦覧期間 

 令和 ８年 ５月２９日～令和 ８年 ９月２８日  

   ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は除く 

 

１０ 意見書の提出先その他の問い合わせ先 

 鹿角市役所産業部商工振興課 

 電話 ０１８６－３０－０２５０ 

 Ｅメール shoukou@city.kazuno.lg.jp 


